
 

平成２４年度公益財団法人船橋市福祉サービス公社事業計画書 

 

 

平成２４年４月１日  から  平成２５年３月３１日  まで 

 

事 業 活 動 方 針 

公社は平成６年に設立され、以来、在宅福祉の拠点として行政と一体となって事業を展開

してきました。平成２０年１２月に公益法人制度改革関連三法が施行されたことに伴い、平

成２３年１０月に移行認定申請を行い、平成２４年４月１日付で公益財団法人の設立登記を

完了しました。 

平成２４年度の事業計画は公益財団法人への移行を踏まえ、従前からの方針である船橋市

民の福祉の増進に資するため、高齢者、障害者、妊産婦や育児を行う家族等を対象とする福

祉サービスの提供を、市民の自主的な参加と協力を得て行うとともに、介護保険法による指

定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者並びに障害者自立支援法に基づく指定障

害福祉サービス事業者、また、船橋市の公的福祉サービス事業の受託事業者として、様々な

ライフステージや立場に応じた最適な福祉サービス、あるいは複数の福祉サービスの組み合

わせを提供し、継続的かつ横断的な総合的福祉サービスの充実を図ります。 

また、公社の福祉サービスを必要とする市民が、住み慣れた地域社会の中で繋がりを維持

し、孤立せず不安や悩みが解消されることで、元気で安心できる日常生活を送れるよう相談・

助言・支援を実施します。 

事業の実施にあたっては、福祉サービスの提供により培われた経験や豊富な事例の研究に

より蓄積される知識を、サービスを提供する専門職等の職員に積極的に伝達しスキルアップ

を図るとともに、講座・講習の実施を通して本来地域や家庭が持っていた、人の役に立つ喜

びを感じながら、支え合う地域づくりのための協力員やボランティア員を育成するなど、資

質の向上と良質なサービスの提供を目指し、公益財団法人としての理念に沿った市民福祉の

増進に努めます。 

 

事 業 内 容 

 

Ⅰ 相談・指導サービス事業、人材育成・研修事業、調査研究事業、普及啓発事業 

 

（１） 相談・指導サービス事業 

在宅介護の悩みや不安などを抱え支援を必要としている市民等からの相談に対し、介護

支援専門員・看護師・社会福祉士・介護福祉士等の多種の専門職が多角的な視点から助言

や情報提供を実施し、必要に応じて行政機関や福祉関係事業者等と連絡・調整を図り、さ



 

らに公社の事業紹介等を行うことで対象者のニーズに添った対応を行います。 

また、様々な相談を受け助言を行うことは、職員の自己研鑽となり、情報の共有化、事

例検討会等の実施により公社全体のサービスの質の向上に繋げていきます。 

 

（２） 人材育成事業 

①シニアピア・傾聴ボランティア員養成事業 

高齢者同士が支え合うシニアピア・傾聴ボランティア事業を推進するために傾聴の技

能・技法を身に付けた傾聴ボランティア員を養成します。 

養成講座は４０時間をかけ、「傾聴とは」から認知症、うつ、孤独などのさまざまな

高齢者との関わり方や自身の対話スキルを中心に講義、ロールプレイ（役割演技技法）

などの形式にて学びます。 

②やすらぎ支援員養成事業 

認知症に対する知識や在宅福祉に関する養成プログラムや研修計画を作成し、講座

や研修会の実施により人材育成を図ります。 

講座においては、「回想法」をカリキュラムの一つとして取り入れ、「見守り」や「話

し相手」の際にはこの手法を利用して認知症高齢者の脳活性化のリハビリテーションに

取り組みます。 

③ホームヘルパー２級養成事業 

市内における介護従事者の人材不足を補うためにホームヘルパー2級養成講座を実

施します。カリキュラムでは、外部講師のほかに、豊富な経験と知識を持った介護福

祉士、介護支援専門員、看護師等の資格を有する公社の職員が講師を務めます。これ

らの経験は職員自身のキャリアアップにも繋がり、相談・指導サービス事業等に対す

る資質の向上に寄与しています。 

④手話通訳者養成事業 

聴覚または音声・言語の機能障害を有し、手話によって意思の疎通を確保している聴

覚障害者に、手話通訳者を派遣する体制を構築するために、身体障害者福祉の概要や

手話通訳の役割、責務等について理解と認識を深め、手話通訳技術等を習得するため

の基本・応用課程の講座を開催し、手話通訳者の養成を図ります。 

    （２３・２４年度継続事業） 

⑤手話奉仕員養成事業 

手話通訳者養成講座を受講するための準備講座として、また、聴覚障害者との手話

によるコミュニケーション能力を習得するための入門・基礎課程となる講座を開催し

ます。 

    （２３・２４年度継続事業） 

⑥要約筆記者養成事業 



 

手話の技術を習得されていない中途失聴者・難聴者に、文字による通訳で仲介する

要約筆記者を派遣する体制を構築するために、身体障害者福祉の概要や要約筆記者の役

割、中途失聴者・難聴者の心理などについて理解と認識を深め、要約筆記通訳技術等を

習得するための講座を開催し、要約筆記者の養成を図ります。 

    （２３・２４年度継続事業） 

⑦生活・介護支援サポーター養成事業 

生きがいづくりとしてボランティアを行う意欲のある６０歳以上の方を対象に、講

座を行い「生活・介護支援サポーター」を養成します。 

講座ではボランティアの心構え、医学の基礎知識、緊急時の対処方法、コミュニケ

ーション手段（傾聴）、介護の基礎、施設体験など生活・介護支援サポーターとして

の事業や活動の適切な実施方法などを学びます。 

 

（３） 研修事業 

①在宅介護者研修 

要介護者を抱える家族や訪問介護員を対象として、在宅介護技術の向上を目的とし

た「家族のための介護教室」等の講習会を開催します。開催にあたっては、市民が必

要としている知識及び技術を分析し、市民が求めている介護教室を企画・運営します。 

②福祉サービス協力員（有償ボランティア）研修 

市民の方を対象に、介護等に関する講習会、研修会を実施することにより、船橋市

からの受託事業や在宅福祉サービスに係わる人材の発掘・育成を行い、広く市民の方

を支援する有償ボランティアとして活動していただきます 

③職員研修 

採用時研修、接遇研修、介護技術スキルアップ研修、調理実習、障害別ケアスキル

アップ研修、事例検討会等を実施し職員の質の向上を図ります。 

④研修生受入 

次世代を担う学生等を受け入れることで人材の育成と介護技術の向上を支援します。 

 

（４） 調査研究事業 

  ①二次予防事業対象者把握事業 

船橋市が実施する介護予防の基本チェックリストの未回答者で、健康状態が把握で

きない高齢者世帯に対し、訪問介護事業に従事している訪問介護員等が個別訪問によ

りチェックリストを回収するとともに、生活状況や健康状態の把握を行い、介護予防

に繋げることで高齢者福祉の増進を図ります。 

  ②介護認定訪問調査事業 



 

介護保険制度の土台となる介護認定訪問調査を船橋市より受託し、市と一体になっ

て介護認定訪問調査を実施します。要介護(支援)認定新規申請については、市町村職員

または都道府県から指定を受けた指定市町村事務受託法人が実施することが定められ

ており、船橋市内では公社のみがこの指定を受けています。 

 

（５） 普及啓発事業 

①公社事業、市の福祉施策等の紹介 

在宅福祉サービス等に関する普及啓発を図るため、公社事業や市の福祉施策に関す

る分かりやすい広報紙やパンフレットを作成し、関係窓口等での配付、または新聞折り

込みにより広く市民に配付します。また、公社で実施する船橋市の福祉施策を市広報に

定期的に掲載するとともに、公社ホームページにより事業の普及啓発を図ります。 

②認知症・介護予防講座等の開催 

認知症高齢者が増加する中で、認知症ケアの知識・技術の習得について受講希望が

増えていることから、広く市民等を対象とした「認知症サポーター養成講座」等の開

催や講師の派遣を実施します。また、高齢者を対象として、認知症・介護予防に有効

な生活習慣の知識を身につける「認知症・介護予防講座」等の講座を実施し、予防か

ら発症、周辺症状の緩和まで一元的にサポートします。 

 

 

Ⅱ 高齢者と家族の福祉の増進を目的とする福祉サービス事業 

 

（１） 有償サービス事業 

  ①さざんかホームヘルプサービス事業 

介護保険の給付を受けられない高齢者の家事等の軽減を図るために、福祉サービス協

力員を派遣します。 

②身辺クリーンサービス事業 

受託事業である家族介護用品支給事業と連携を図り、毎月の支給限度を超えて自費で

の購入を希望する対象者へ、付帯サービスとして支給価格で宅配するコーディネートを

実施することにより、高齢者及び家族の福祉の増進に寄与します。 

 

（２） シニアピア・傾聴ボランティア事業 

超高齢社会に向け、高齢者の自立を支援するとともに、同世代の高齢者がお互いに向か

い合い、支え合う「ふれあいケア」を推進するために、元気な高齢者に傾聴の技能・技法

を習得してもらい、傾聴ボランティア員として育成し、悩み、不安、寂しさを抱える高齢

者の話に耳を傾け、平常心や自立心の回復など「心のケア」を図ります。また、傾聴ボラ



 

ンティア員がこの活動を通して自己研鑽に励み、「社会に貢献している充実感」や「新た

な生きがい」を見いだし、いつまでも元気で自立した生活を営んでいただくことを目指し

ます。 

 

（３） 居宅介護支援事業 

介護保険利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた日常生活を営

むことができるよう、介護支援専門員によって居宅サービス計画書（ケアプラン）を作成

するとともに、その計画に従った適切なサービスが提供されるように訪問介護事業所等と

の連絡・調整及び関係機関との連携を図ります。 

 

（４） 訪問介護事業 

介護保険法に基づいて、要介護者・要支援者が自立した日常生活を営むことができるよ

う、居宅サービス計画書に沿って入浴、排泄、食事等の身体介護のほか、日常生活に必要

な生活援助等の介護サービスを実施します。 

また、措置の時代から多くの困難事例に対応してきた経験を生かし、総合的な視点から

市民の方への相談業務の実施や、他の介護保険事業所からの相談に対する助言を行うほか、

認知症ケア専門士による家族への相談業務及び認知症予防に関する情報提供に努めます。 

 

（５） 巡回型訪問介護事業 

介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる生活のサポートを行うため

に、寝たきりの高齢者等について、福祉の増進と家族の負担軽減を図るため、家族の対応

が困難であり、かつ人材確保が難しい早朝・夜間・深夜の時間帯に訪問介護員を派遣しま

す。 

 

（６） ひとり暮らし高齢者軽度生活援助事業 

在宅でひとり暮らし等の高齢者が日常生活を営むのに必要な軽易な援助を行うために、

利用者の状況や支援内容に適した協力員を派遣します。そのために在宅福祉に関する研修

計画を作成し、研修・事例検討会等の実施により、市民の参加による協力員の人材育成を

図ります。 

 

（７） 一次予防事業対象者認知症予防事業 

高齢者を対象として、認知症予防等の知識を有した職員が市民ボランティアの参加及び

協力を得て、認知症予防に有効な生活習慣の知識を提供し、それを身につけていただくこ

とで、認知症の予防または発症を遅らせることを目的とした各種療法（口腔・軽体操・回

想・読み書き等）の講座を開催します。 



 

 

（８） 家族介護用品支給事業 

在宅で高齢者を介護している家族の負担軽減と市内共通のサービス提供を図ることを目

的として、介護用品の正しい選び方や使用方法を理解する講習会の開催や、紙おむつ等介

護用品の支給を行うために、介護用品事業者と高齢者やその家族及び船橋市との間を結ぶ

相談や調整を行います。 

 

（９） やすらぎ支援員訪問事業 

認知症のある高齢者を在宅で介護している家族等の休息時間等の提供を行うために、利

用者及び家族の状況や支援内容に適した「やすらぎ支援員」を派遣し、介護者の代わりに

高齢者の話し相手、見守り等を行います。そのために、認知症に対する知識や在宅福祉に

関する養成プログラムを作成し、養成講座や研修会の実施により、市民の参加による支援

員の人材育成を図ります。 

 

（10） 高齢者等食の自立支援配食サービス事業 

在宅で身体機能の低下や疾病等により食事の準備が困難な高齢者や身体障害者に対し

て、体調の変化の把握、適切な食事への誘導、安否確認を行い異常時等には遠方に住む家

族への連絡を行うことによる安心感の提供や栄養・衛生管理された食事の提供を行うため

に、宅配事業者と高齢者や身体障害者の家族及び船橋市との間を結ぶ相談や調整を行いま

す。また、定期的に管理栄養士が訪問し、疾病状態や食事内容を伺い、個々の状態に最も

適した食事プランの提案などを行う「栄養管理サービス」を実施し、高齢者等の食生活の

改善及び健康増進を図ります。 

 

（11） 在宅重度要介護者訪問理美容サービス事業  

心身の障害等により、理容店・美容院へ出向くことが困難な高齢者に対して、在宅で理

美容の訪問サービスが受けられるように、理美容事業者と高齢者やその家族及び船橋市と

の間を結ぶ相談や調整を行います。 

 

（12） ファミリー・サポート・センター事業（介護） 

市民の参加及び協力を得て、在宅福祉に関する研修、交流会の実施により相互援助活動

を担う人材育成を図り、高齢者を介護している家族の代わりに、または高齢者本人からの

要望により居宅に協力員を派遣し、介護に関する相互援助活動を実施するためのコーディ

ネーター、アドバイザー業務を行います。 

 

（13） 緊急一時支援事業 



 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯における、急な体調変化やけがなどの緊急時に

支援員を派遣し、一時的な生活援助等の支援を実施することで、元気な高齢者にも、もし

もの時の安心感を提供します。 

また、利用後は、必要に応じて軽度生活援助や介護保険等の各サービスに繋げる相談及

び助言を行います。 

 

（14） 生活・介護支援サポーター派遣事業 

元気な高齢者への生きがいづくりの場の提供と、地域や介護現場における人材不足の解

消を側面から支援することを目的として、市民の参加及び協力を得て、在宅福祉に関する

養成研修により人材育成を図り、高齢者宅や介護施設等に派遣して、生活援助等のサービ

スや施設における介護従事者の補助等を実施します。 

 

（15） 東老人福祉センター指定管理事業 

高齢者の地域での孤立感・孤独感の解消と閉じこもり防止を図るために、船橋市東老人

福祉センターの指定管理者として、地域の高齢者を対象に「健康の維持」、「仲間づくり」、

「生きがい創造」、｢余暇活動」などのサービスを提供します。 

また、生活相談や健康相談などの各種相談事業や利用者参加型の講座、行事の充実を図

り、生活習慣の改善等に努めます。さらに、高齢者の生きがいづくりや健康を維持する場

として、介護予防に効果のあるレクリエーション（一般講座）、脳トレ（教養講座）、軽

スポーツ（健康体操）や各種行事などの企画・開催を行い、社会参加・交流促進の場を提

供します。 

 

 

Ⅲ 障害者と家族の福祉の増進を目的とする福祉サービス事業 

 

（１） 有償サービス事業 

聴覚障害者支援事業 

受託事業である手話通訳者・要約筆記者派遣事業と連携を図り、聴覚又は音声言語の機

能障害があるために円滑な意思の疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に対して、市

が規定する派遣要件を超えて、日常生活上の社会参加を援助します。また、聴覚障害者等

と円滑な意思の疎通を必要としている企業や団体等に対し、手話通訳者や要約筆記者を派

遣します。 

 

（２） 障害福祉サービス事業 

障害者自立支援法に基づいて、身体障害者（児）・精神障害者・知的障害者（児）が自



 

立した日常生活を営むことができるように、入浴・排泄・食事等の身体介護、調理・洗濯・

掃除等の家事援助、社会参加のための外出支援のサービスを提供します。 

特に精神障害者の支援については、多数の精神障害者ホームヘルパー養成研修修了者が、

知識と経験を活かした質の高いサービスを実施します。 

また、市内の精神障害者居宅介護利用者及び同行援護利用者の多くが公社の利用者であ

り、精神障害者や視覚障害者の事例をとおしてスキルを磨き、総合的な視点から相談業務

の実施や他の事業所からの相談に対する助言を行います。 

 

（３） 地域生活支援事業 

障害者自立支援法に基づいて、精神障害者、知的障害者(児)、脳性まひ等全身性障害者

(児)が社会生活を営むうえで必要な外出や、余暇活動等の社会参加をするための外出の移

動支援を行うガイドヘルパーを派遣します。 

また、身体・知的・全身性障害者(児)の日中における活動の場を確保し、障害者の家族

の就労支援及び一時的な休息を目的として、公社施設を利用した障害者(児)の日中におけ

る一時的な見守り等を行います。 

 

（４） 手話通訳者派遣事業 

聴覚または音声・言語の機能障害があるため、手話によって意思の疎通を確保している

聴覚障害者やその家族に対して、適切な手話通訳者とのコーディネート及び派遣により、

聴覚障害者の社会参加を援助します。 

 

（５） 要約筆記者派遣事業 

聴覚または音声・言語の機能障害があるため、文字によって意思の疎通を確保している

聴覚障害者やその家族等に対して、適切な要約筆記者とのコーディネート及び派遣により、

聴覚障害者の社会参加を援助します。 

 

（６） 手話通訳者設置事業 

聴覚または音声・言語の機能障害があるため、手話によって意思の疎通を確保している

聴覚障害者の社会参加を支援するために、手話通訳者を配置し、聴覚障害者やその家族等

からの相談業務や情報提供、手話通訳者等の派遣に関するコーディネート及び公的機関な

ど関係機関との仲介や調整を行います。 

 

（７） 中途失聴者・難聴者手話講習事業 

加齢等による聴力低下が見られる中途失聴者・難聴者や家族に対して、手話講習会を実

施し、コミュニケーションの確保と社会参加・交流促進を図ります。 



 

 

 Ⅳ 児童と育児を行う親の福祉の増進を目的とする福祉サービス事業 

 

（１） 有償サービス事業 

  さざんかホームヘルプサービス事業 

母子・父子家庭の生活を支援するほか、妊産婦の母体保護と育児に伴う不安や悩み及び

家事の軽減を図るために、福祉サービス協力員を派遣します。 

 

（２） 母子等ホームヘルプサービス事業 

母子・父子及び寡婦家庭が疾病等その他の理由により、一時的に日常生活において支援

を必要とする場合に、サービス利用計画書を作成し、利用者の状況や支援内容に即した訪

問介護員を選任し派遣します。 

 

（３） 養育支援訪問事業 

養育支援が必要でありながら、自発的に支援を求めることが困難な状態である家庭に対

して、訪問介護員を利用者の状況や支援内容により的確に選任して派遣し、家事援助等の

支援を行うとともに、相談・指導を実施することにより、子育ての不安を軽減し、児童虐

待等を未然に防止することにより安定した養育を図ります。 

 

（４） ファミリー・サポート・センター事業（育児） 

市民の参加及び協力を得て、在宅福祉に関する研修、交流会等の実施により相互援助を

担う人材育成を図り、子育てに関する支援を必要としている家族の代わりに協力員を派遣

し、育児に関する相互援助活動を実施するためのコーディネーター、アドバイザー業務を

行います。 


